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取組方針変更の経緯

4

◇「水防災意識社会」の再構築
に向けた緊急行動計画
平成29年6月に国土交通省がとりまとめた、

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急
行動計画の中で、「由良川の取組方針」に
含まれていないものを追加・修正する。

◇平成29年台風21号
平成29年台風21号により、事業実施中地

区での溢水や内水氾濫により浸水被害が
発生した。これ受けて明らかになった課題に
対する取組を追加する。

「由良川の取組方針」が策定されてから現在
までの取組状況や水防災の動向を踏まえ、
「由良川の取組方針」の追加・修正を行う。

水防災に係る近年の動向と由良川における経緯

H27.7 「水防法改正」

H27.9 「関東・東北豪雨災害発生（鬼怒川決壊等）」

H27.10 「大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討
小委員会」への諮問

（国土交通省⇒社会資本整備審議会）

H27.12 「大規模氾濫に対する減災のための治水対策の
あり方について」答申

（社会資本整備審議会⇒国土交通省）
H27.12   水防災意識社会再構築ビジョン公表

H28.5 「由良川減災対策協議会」の設立

H28.7 「由良川の取組方針」の策定（由良川減災対策協議会）

H29.1 「中小河川等における水防災意識社会の再構築の
あり方について」

答申（社会資本整備審議会⇒国土交通省）

H29.6 「水防法等の一部を改正する法律」等の施行
H29.6 「「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画」

（国土交通省）

H29.7 「九州北部豪雨発生」

H29.10 台風21号による浸水被害発生
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「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画
国土交通省では、平成２７年９月関東・東北豪雨を受けた、社会資本整備審議会の答申「大規模氾濫に対する

減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」及び
、平成２８年８月に相次いで発生した台風による豪雨を受けた答申「中小河川等における水防災意識社会の再構
築のあり方について」において実施すべき対策とされた事項のうち、緊急的に実施すべき事項について、概ね5 年
（平成33 年度）で取り組むべき各種取組に関する方向性、具体的な進め方や国土交通省の支援等についての緊
急行動計画（以下、緊急行動計画）をとりまとめた。

国土交通省 水管理・国土保全局HP「「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画について」より抜粋

⇒ 緊急行動計画にとりまとめられている「今後の進め方及び数値目標等」の中で

「由良川の取組方針」に含まれていない項目を追加する。
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平成29年台風21号

平成29年、台風21号と前線により、福知山地点上流域で256mm/2日（整備計画305mm/2日）の降雨となり、
福知山地点で4,278m3/s（整備計画4,900m3/s）の流量を記録した。由良川では堤防からの越水等は発生しな
かったが、事業実施中地区での溢水や内水氾濫による浸水被害が発生した。

H29T21 総雨量（10/21 9時～23日14時）
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・危険箇所毎の水位把握が十分にできない

①緊急時における避難関係情報の伝達、避難計画等に関する項目

・無堤地区等での避難は、タイムラインに位置付けた避難発令のタイミングと一致しない場合がある

②社会経済活動の早期回復を可能とする取り組み

・本川の河川整備により外水氾濫リスクは軽減するが、内水被害のリスクは残る

課題
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２．取組方針の変更箇所
(1) 目標時期が変更となる項目
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防災関係機関の連携 課題対応ソフト対策 F

○タイムラインについて、連携機関を広げるブラッシュアップに努める
【平成29年度末：4市、京都府、気象台、近畿地整】

⇒平成30年度末

福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市

取組状況 運用しながら検証しブ
ラッシュアップを実施し
ている。

簡易版を作成済み。 今年度、各関係機関に
対する調査、ヒアリング
を実施し、とりまとめ3
月26日に開催の防災会
議において公表。

簡易版を作成済み。

今後の対応 引き続き検証し、ブラッ
シュアップを行なう。

由良川緊急治水対策
事業の検証を踏まえて
作成。

訓練や災害対応を行う
中で随時タイムライン
の見直しを行う。

今後、訓練や災害対応
を行う中で見直しを行
い、関係機関との調整
を進める。

完了予定時期

－
平成30年度に関係機関
と調整し作成予定

－ 平成30年度

J
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ハザードマップの作成･周知等ソフト対策 課題対応 SR I

○想定最大規模降雨時の洪水浸水想定区域図の作成・公表
【国】（洪水予報河川）由良川、土師川
【府】（水位情報周知河川）犀川、和久川、牧川、土師川、宮川

【平成28年度末：京都府】、【平成28年台風期：近畿地整】
⇒平成30年度出水期

○計画規模降雨及び想定最大規模降雨時の浸水継続時間の計算を完了し、各市に提供

【平成28年度末：京都府】、【平成28年台風期：近畿地整】

⇒平成30年度出水期

○想定最大規模降雨を対象とした家屋倒壊等氾濫想定区域の作成・公表
【平成28年度末：京都府】、【平成28年台風期：近畿地整】
⇒平成30年度出水期

京都府 近畿地整

取組状況 平成27年度から浸想図の作成をしており、近隣の河川の浸想図をまとめて公表
予定。浸想図のデータを用いて福知山市が次期出水期までにハザードマップを
公開するため、同時に公表することにしている。犀川は、浸想図を先行して公表
する。

平成28年8月30日に公表済み。

今後の対応 犀川、和久川、牧川、土師川、宮川を取りまとめて公表する予定。
－

完了予定時期
平成30年度出水期まで －
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ハザードマップの作成･周知等ソフト対策 課題対応 T

○想定最大規模降雨時の洪水浸水想定区域図等を反映した水害ハザードマップの作成・公表・周知
【平成29年度末：4市】

⇒平成32年度末

福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市

取組状況 京都府の公表に合わせ、
平成30年4月配布予定を
平成30年5月に変更。

平成29年度作成済み（由
良川の計画規模、最大浸
水想定の２種類）。

由良川のハザードマップ
については、平成29年度
作成済み。京都府の周知
河川6河川については、全
ての河川において京都府
から公表とされた時点で
一括して作成する。

由良川周辺地域について
は内水被害への対応を優
先しており、対策に係る地
元調整を先行中。

今後の対応 配布後、地域への説明会
を行なう。

平成32年度に京都府管理
河川の浸水想定と整合を
図り、見直し予定。

作成するまでの間、府が
公表される図面等をＨＰな
どでリンクし対応する。

平成30年度、由良川のハ
ザードマップ作成に着手。

完了予定時期
平成30年5月 平成32年度 平成32年度 平成30年度
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ハザードマップの作成･周知等ソフト対策 課題対応 H

○計画規模降雨及び想定最大規模降雨時の氾濫シミュレーションについて、浸水ナビ登録にて提供
【平成28年度末：京都府、近畿地整】

⇒平成30年度末

京都府 近畿地整

取組状況 未着手 浸水ナビ登録完了。

今後の対応 市町村に氾濫シミュレーションを提供する。 －

完了予定時期
平成30年6月 －
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避難情報等の発令基準の策定ソフト対策 課題対応 E

○想定最大規模降雨時の浸水範囲や浸水深等を踏まえ、①由良川沿川の道路が全線にわ

たり冠水したり地区全体が大きく水没するなど垂直避難が不可能な地区については、広域

的な避難が出来るよう発令基準を従来より早めるほか、②毎回想定最大規模の水害に対

する避難体制をとることが困難かつ現実的でないと考えられる場合は、計画規模等の水害

に対する1次避難から2次避難への移行判断基準を設けるなど、地区の実情に応じた避難

情報の発令基準を検討し取り決める 【平成29年台風期：4市、近畿地整】

⇒平成32年度末

福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市

取組状況 ガイドラインに則り早めに
避難情報を発令し、浸水
想定がある場合は2段階
避難を計画している。

基準は作成済みであるが、
最大想定規模に係る広域
的・２次避難までは網羅で
きていない。

由良川が計画高水位に達
するおそれがある場合は、
１次避難から２次避難へと
避難体制を移行するが、
京都府河川の想定最大規
模降雨時の浸水想定区域
図の公表で見直しが必要
となる。

タイムラインと併せ基準は
作成済みであるが、広域
的・２次的避難は、必要性
も含め検討中。

今後の対応 計画通り対応する。 庁内災害ワーキングチー
ムで検討を行う。

京都府河川の想定最大規
模降雨時の浸水想定区域
図の公表後に対策を検討
する。

京都府河川の想定最大規
模降雨時の浸水想定区域
図の公表後に対策を検討
する。

完了予定時期
－

平成30年度に調査・検証
を行い、平成31年度に完
了予定

平成32年度 平成32年度
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避難情報等の発令基準の策定ソフト対策 課題対応 O

○想定最大規模降雨時の浸水範囲や浸水深も踏まえた（必要に応じ広域的な）避難体制
（避難所関係含む）の再構築・検討を実施。この際、避難行動要支援者への配慮を適切

に行う。 【平成29年度末：4市】
⇒平成31年度末

福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市

取組状況 ・ガイドラインに則り早めに
避難情報を発令する。
・防災ラジオの貸与を行な
う。

基準は作成済みであるが、
最大想定規模に係る避難
行動要支援者への配慮等
は加味できていない。

避難準備・高齢者等避難
開始の発令時の段階にお
いて、避難所開設箇所数
を増設し対応することと
なった。

消（水)防団による水害・土
砂災害の図上訓練を実施
（H30.2）し、実被害箇所を
確認。避難行動要支援者
への配慮までは至らず。

今後の対応 引き続き対応する。 庁内災害ワーキングチー
ムで検討を行う。

出前講座などを通じて住
民に周知。1次避難から2
次避難へ移行する際の避
難方法について詳細な検
討が必要。（継続課題）

福祉部局で取り組む避難
行動要支援者個別計画の
ブラッシュアップとともに、
自治会、自主防災組織等
を加えた避難行動要支援
者対策を行なう。

完了予定時期

随時検討・対応
平成３０年度に調査・検証
を行い、平成３１年度に完
了予定

随時検討・対応 平成31年度
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自衛水防の推進ソフト対策 課題対応 AG

○災害拠点病院を含む防災関係機関の施設等に対し、想定最大規模降雨時における浸水
リスクの説明

【平成28年度末： 4市、京都府】、【平成28年度末：近畿地整】
⇒平成31年度末、以降随時

福知山市 舞鶴市 綾部市 宮津市 京都府 近畿地整

取組状況 由良川及び京都
府の河川の想
定最大規模降
雨を基にした浸
水想定や土砂
災害警戒区域を
反映した総合防
災ハザードマッ
プをH30.5に配
布する。

平成29年度は、
流域自治会長
への説明を実施。

想定最大規模
降雨時における
由良川浸水想
定区域図を反映
した「由良川洪
水・土砂災害ハ
ザードマップ」の
作成完了。

由良川浸水想
定区域内に災害
拠点病院等防
災関係機関の
施設なし。

未着手 浸想公表後、防
災関係機関の
施設に想定最大
規模降雨時にお
ける浸水リスク
の説明済み。

今後の対応 平成30年度中に
総合防災ハザー
ドマップの説明
会を行なう。

要配慮者施設
の管理者や消
防団等も含めて
実施予定。

完成したハザー
ドマップを由良
川沿川自治会に
配布予定。

京都府管理河
川の浸水想定
の公表を受け、
まずは周知を実
施。

各市と調整の上
適宜実施。

各市と調整の上
適宜実施。

完了予定時期
平成30年度

平30年度
出水期までに

平成30年度
出水期までに

平成31年度(公
表後)

随時対応 随時対応
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社会活動の早期回復対策ソフト対策 課題対応 AI

○福知山市においては、総合的な治水対策による段階的な整備を踏まえ、効率的かつ迅速
に氾濫水を排水するため、排水手法の検討等を整備段階毎に行い、大規模な水害を想定し
た由良川排水計画を作成。綾部市は、都市下水路に係る「雨水対策基本計画」を策定し具
体的な対策に取り組む。また、他市においても、排水計画の必要性について検証し、必要に
応じて排水計画を作成

【平成28年度末： 福知山市】【必要に応じ随時：福知山市以外の3市、京都府、近畿地整】
⇒平成32年度末

福知山市

取組状況 ・下水道、都市整備、土木の各セクションにおける排水手法の整理が完了。
・今後、全庁的に整理を行なう必要がある。

今後の対応 全庁的な整理を行なう。

完了予定時期

平成32年度末



２．取組方針の変更箇所
(2) 緊急行動計画に基づき追加する項目
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内水を安全に処理する対策ハード対策 課題対応

○樋門・樋管について、フラップ化等の無動力化を優先的に整備する対象施設を抽
出し、順次整備を実施

【平成29年度内に整備対象を抽出し、平成30年度から順次設計に着手：近畿地整】

課題

樋門操作員の高齢化、人員不足が懸念される。

新しく追加する取組項目

フラップゲート（勅使大仙樋門）

AN
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避難行動、水防活動に資する基盤等の整備ハード対策 課題対応

○平成30 年3 月公表の危機管理型水位計配置計画に基づいて、順次整備を実施
【平成29年度計画公表、順次整備を実施：京都府、近畿地整】

新しく追加する取組項目

緊急点検を踏まえた中小河川緊急治水対策プロジェクト（洪水時の水位監視）

(第3回 危機管理に対応した水位観測検討会(H29.12.20)資料より）

危機管理型水位計の
設置イメージ

課題

危険箇所毎の水位把握が十分にできない。
また、中小河川では予算的な制約等により水位計が十分に設置されていない河川
が多く、逃げ遅れが発生する可能性がある。

D



19

防災関係機関の連携ソフト対策 課題対応

○当該市内の避難場所だけで避難者を収容できない場合等は、隣接市における
避難場所の設定や洪水時の連絡体制等について検討や調整を実施し、必要に応
じて隣接市への広域避難体制を構築

【平成32年度までに随時：4市】

新しく追加する取組項目

（内閣府 洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ワーキンググループ H28.12)

浸水発生時の避難場所の概念図

＜広域避難が必要となるケース＞・浸水区域の居住人口が膨大で数十万人以上の避難者が発生

・浸水面積が広範囲に及び、行政界（市町村・都道府県）を越える立ち退き避難が必要

・浸水継続時間が長期に及び、二次的な人的被害リスクが高い

課題

大規模氾濫が発生した際に、当該市内の避難場所だけでは対応できず、多数の逃
げ遅れが生じる可能性がある。

Q
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避難情報等の発令基準の策定ソフト対策 課題対応

○要配慮者利用施設における避難確保計画の作成を行う
【平成32年度までに随時：4市】

新しく追加する取組項目

水防法・土砂災害防止法の改正について

（ 国土交通省 水管理・国土保全局HP「自衛水防（企業防災）、要配慮施設の浸水対策」より）

課題

要配慮者が利用する施設では避難に時間を要し、逃げ遅れが発生する可能性があ
る。

P
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防災に関する啓発活動、水害（防災）教育の拡充ソフト対策 課題対応

○要配慮者利用施設における避難訓練を実施
【毎年度：4市、京都府、気象台、近畿地整】

新しく追加する取組項目

課題

要配慮者施設で利用者が円滑かつ迅速に避難できるよう訓練が必要。

V

避難確保計画に基づく避難訓練の事例 （みつみ福祉会 グループホームとだ）
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防災に関する啓発活動、水害（防災）教育の拡充ソフト対策 課題対応

○防災教育に関する支援を実施する学校を教育関係者等と連携して決定し、指導
計画の作成支援に着手

【平成30年度末までに指導計画作成・共有：4市、京都府、気象台、近畿地整】

新しく追加する取組項目

防災教育年間計画の例

学校防災のための参考資料「生きる力」を育む防災教育の展開（平成25年3月文部科学省）

課題

出前講座を行っているものの、地域に十分に浸透していない。

福知山市での防災教育の様子（平成29年11月福知山河川国道事務所主催）

W
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浸水被害軽減地区の指定ソフト対策 課題対応

○水防管理者が浸水被害軽減地区を指定する際の参考となるよう、浸水エリアの
拡大を抑制する効用があると認められる土地に係る情報（地形データや氾濫シ
ミュレーション結果等）提供を実施

【平成32年度までに随時：4市、京都府、近畿地整】

○複数市に影響があると想定される浸水被害軽減地区の指定については、協議会
の場等を活用して指定の予定や指定にあたっての課題を水防管理者間等で共有
し、連携して指定に取り組む 【平成32年度：4市、京都府、近畿地整】

新しく追加する取組項目

＜浸水被害軽減地区の指定の対象＞

○洪水浸水想定区域（隣接・近接する区
域を含み、河川区域を含まない）内で、
浸水の拡大を抑制する効用※があると認め
られる輪中堤防等の盛土構造物、自然堤
防を指定
○周辺の家屋等の立地状況や土地利用の
計画等を踏まえて指定
○一定の行為規制を課すものであること
から真に必要な範囲に限定して指定

※必ずしも洪水浸水想定区域の前提となる洪水による浸水

の拡大を防ぐほどの効用が求められるわけではなく、地域の実

情に応じて、それ以下の洪水にやいして浸水の拡大を抑制する

効用が認められれば足りる

（ 国土交通省 水管理・国土保全局HP「法改正についての各地方ブロック説明会資料（平成29年6月作成）」より）

課題

浸水拡大を抑制する効用がある土地等の確認及び周知ができていない。

AP
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ダム再生の推進ソフト対策 課題対応

○大野ダムにおいて、操作規則等の総点検を実施し、結果を踏まえて関係機関と
調整を行う 【平成32年度までに随時：京都府】

新しく追加する取組項目

大野ダム

（京都府HP 「京都府のダム」より)

計画洪水調節図

（京都府HP 大野ダム総合管理事務所「大野ダムの紹介」より)

由良川の流量配分図

課題

気候変動の影響による水害の頻発化・激甚化や渇水の増加している中で、既存ダ
ムの有効活用の検討が必要。

AQ
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水防体制の強化ソフト対策 課題対応

○大規模な氾濫に対してより広域的、効率的な水防活動が実施できるよう関係者
の協力内容等について検討・調整 【毎年度：4市】

新しく追加する取組項目

課題

水防活動が広域に及ぶ際、他機関と協力し合い、円滑に活動できる体制確保が必
要。

丹後地方消防連絡協議会 幹部研修会の様子

AD
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自衛水防の推進ソフト対策 課題対応

○浸水想定区域内の市役所や災害拠点病院等の機能確保に関する情報を共有し、
耐水化、非常用電源等の必要な対策については各施設管理者において順次
実施 【平成32年度までに随時： 4市、京都府、近畿地整】

新しく追加する取組項目

止水版（和久市ポンプ場）

＜浸水時の機能確保のための対策例＞

・止水版 ・止水壁 ・防水扉
・出入り口に段差を設置（浸水時のアクセス通路

の確保）※ただし、通常時にバリアフリーが確
保できるよう配慮が必要

・建物のピロティ化（嵩上げ）
・浸水時にも機能する避難路（施設外）の確保
・換気口に浸水防止機を設置
・電気設備の浸水を防ぐ対策
・非常用電源の設置
・機能確保に必要な設備の嵩上げ

課題

洪水時においても重要な役目を担う施設の機能が十分に発揮できない場合がある。

AF



２．取組方針の変更箇所
(3) 平成29年台風21号を受けて追加する項目

27



防災関係機関の連携ソフト対策

○中流部の無堤地区等における避難のタイミングについて確認し、必要に応じてタ
イムラインに位置付ける。

【平成32年度までに随時： 4市、京都府、近畿地整】

課題

無堤地区等での避難は、タイムラインに位置付けた避難発令のタイミングと一致し
ない場合がある。

課題対応

新しく追加する取組項目

J

由良川福知山タイムライン（Ｈ28.3作成）

28
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内水対策ソフト対策

○関係機関が連携し内水対策の検討を実施する。

【平成32年度までに随時：4市、京都府、近畿地整】

課題

本川の河川整備により外水氾濫リスクは軽減するが、内水被害のリスクは残る。

課題対応 AJ

新しく追加する取組項目

内水対策（ハード対策）のイメージ

ストックを活用した都市浸水対策機能向上検討会
「ストックを活用した都市浸水対策機能向上のための新たな基本的考え方（H26.4）」より

内水対策（ソフト対策）のイメージ


